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ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、プチ起業支援補助金（以下「本補助金」という｡)の交付につい

て、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内在住の５５歳以上の県民又は県内在住の５５歳以上の２名以上の県民で

構成される団体・グループを対象に、経験や技能を生かした新たな事業の県内での起業などを支援

することで、高齢者の生きがいづくり、自立促進又は社会参加を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条  県は、前条の目的の達成に資するため、別表第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う、別表第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、別表第１欄に定める区分ごとに、補助事業の実施に必要な同表第５欄に掲げる

経費（以下「補助対象経費」という。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に同表第３欄に定め

る率（以下「補助率」という）を乗じて得た額と、同表第４欄に定める額を限度額のいずれか低い

額以下とする。なお、算定した額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、同一事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、本補助金は

交付しないものとする。ただし、明らかに対象経費の重複が認められない場合については、この限

りでない。 

４ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業

の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

５ 別表第２欄に掲げる者が受けることができる補助の回数は、１回限りとする。 

６ 別表第２欄に掲げる者が、過去５年間の事業活動に関し故意又は重大な過失による法令違反があ

る場合又は社会通念上不適切な運営状況と認められる場合は、第１項の規定にかかわらず、その者

に対し補助金を交付しないことができる。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、福祉保健部長寿社会課長が別に定める日までに行わなければなら

ない。 

２  規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号、

様式第２号及び様式第３号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、

前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以

下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 
 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとす

る。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が
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明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とす

る。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 
 

（着手届を要しない場合） 

第６条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業

以外のすべての補助事業に係る場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額及び２割を超える減額を伴う変更 

（２）重大な内容の変更 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日まで

に行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号、様式第２号及び様式第３号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で

明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入

控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超え

る額を控除して報告しなければならない。 
４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実

績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

を超えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える

額に対応する額を県に返還しなければならない。 
 

（財産処分の承認） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が

別に定める期間）とする。 

２ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を

県に納付させることがある。 

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第１０条 別表の補助事業を行うために、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約におい

ても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

２ 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長

が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年７月９日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、平成２９年３月３０日から施行し、平成２９年度事業より適用する。 
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別表（第３条関係） 
１ 対象事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助率 ４ 限度額 ５ 補助対象経費 

区分 内容 

高齢者福祉事業

型 

高齢者福祉の向上や高齢者の

社会参加（他の高齢者の雇用

但し、３親等内の親族は除く）

に寄与する事業の起業 

県内在住の５５歳

以上の県民又は県

内在住５５歳以上

の県民２名以上で

構成される団体・

グループ 

２／３ ８０万円 第１欄の事業の実施に必要な対象経費の需要費、使用

料及び賃借料、工事請負費（県内事業者が施行を行った

ものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者へ

の発注が困難と県が認めた場合については、この限りで

はない。）、備品購入費（ただし、１５万円未満の備品と

する。） 

一般事業型 高齢者福祉事業型以外の事業

の起業 

１／２ 

※対象事業について、次の事業は除くこととする。 

①風俗営業・性風俗特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年７月１０日、法律第１２２号）」により規制の対象とな

るもの 

②易断所、観相業、相場案内業 

③競輪・競馬等の競走場、競技団 

④芸ぎ業、芸ぎ斡旋業 

⑤場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 

⑥興信所（もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。） 

⑦貸付業・集金業、取立業（公共料金又はこれに準ずるものは除く。） 

⑧宗教 

⑨政治・経済・文化団体 

⑩県が不適当と判断する事業 
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様式第１号（第４条、第８条関係） 
 

平成  年度ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金事業計画（報告）書 
       

事業実施者 
（団体等の場合

は、代表者名） 
 

住所・所在地 
〒   
 
 

連絡先 
電話：               ファクシミリ： 
電子メール：            （担当者名：            ） 

事業区分 □高齢者福祉事業型 □一般事業型  

事業目的 
 
 

事業内容 
１ 実施場所 

 
 
２ 実施内容 

 
 
 
３ 雇用の状況 
  雇用者    人（うち５５歳以上  人  うち６０歳以上  人） 

 
 
４ １月当たりの収益の目標 

            円 
 
事業開始までのスケジュール   【事業開始（予定）： 平成  年  月  日】 
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他の補助金の活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 
 
※他の補助金の活用の有無について、いずれかに○をしてください。 
※「有」の場合は、その補助金名、事業内容、当該補助金に係る問合せ先を記載してください。 
 
消費税の取り扱い （一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者） 

 

県外発注の有無（ 有 ・ 無 ） 
 
 
※工事請負費について、県内発注が困難である場合はその理由を記載してください。 

その他 
 
 
 
 
※補助事業の内容が建設工事で補助対象となる建物に対し過去に補助金を活用して整備した実績 

がある場合は、当時の整備内容を記載してください。 

※また、今後、当該建物（設備、備品を含む）に他の補助金を活用する別の整備計画がある場合 

はその内容を記載してください。 

（注１）申請書には次の書類を添付してください。 
１ 個人の場合･･･住民票もしくは免許証など現住所、生年月日のわかるものの写し 
２ 団体・グループの場合･･･団体・グループの構成員に係る１に同じ書類 
３ 事業を実施する土地・建物が賃借の場合･･･賃貸借契約書の写し 

（注２）対象経費に工事請負費（建物の改修）がある場合の添付書類 

１ 工事前・後の建物の平面図及び配置図及び改修を加える箇所の工事前（後）の写真（工事 

後は実績報告時） 
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様式第２号（第４条、第８条関係） 
 

  平成  年度ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金収支予算（決算）書 
 
＜収入の部＞                                                               （単位：円） 

区 分 本年度予算額 
（本年度決算額） 

前年度予算額 
（本年度予算額） 増 減 摘 要 

県補助金  
    

自己資金  
    

事業収入  
    

借入金     

その他  
    

計 
 
 
 

   

 
＜支出の部＞                                                                （単位：円） 

区 分 本年度予算額 
（本年度決算額） 

前年度予算額 
（本年度予算額） 増 減 摘 要 

需用費  
    

使用料及び賃借

料 
 
    

工事請負費     

備品購入費  
    

その他経費     

計 
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様式第３号（第４条、第８条関係） 
 

平成  年度ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金事業支出予定（支出）額内訳書 
 

   （単位：円） 

科 目 支出予定（支出）額 
積 算 内 訳 

（単価、数量等が分かるよう具体的に記載してください。） 

 
需用費 
 
 
 
 
使用料及び 
賃借料 
 
 
 
 
工事請負費 
 
 
 
 
備品購入費 
 
 

  

① 小 計  ※補助金対象経費 

 
その他経費 
 
 
 
 
 
 

  

② 小 計  ※補助金対象外経費 

合 計 
（①＋②） 
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 様式第４号（第５条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                                                       職  氏名         印 

 

 

平成  年度ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付第   号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった平成  年度こ

とぶき起業支援（プチ起業支援）補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付

規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のと

おり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額   金          円 

（２）交付決定額   金          円 

 

３ 経費の配分 
  本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・・とす

る。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 
 

４ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助

金交付要綱（平成２７年７月９日付第２０１５０００５３７８１号鳥取県福祉保健部長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更され

た場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。  

 

５ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則、要綱の規定に従わなければなら

ない。 
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様式第５号（第８条関係） 

平成  年  月  日 

 

鳥取県知事 様 

 

 

                                      （住所） 

 

（団体名・代表者名）        印 

 

 

平成  年度ことぶき起業支援（プチ起業支援）補助金に係る消費税仕入控除税額確定報告書 

 

  平成  年  月  日付第      号で交付決定のあった平成  年度ことぶき起業支援補助

金について、ことぶき起業支援補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条第４項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１  補助金の実績報告額（確定額）            金                  円 

 

２  実績報告時に減額した消費税仕入控除税額       金                  円 

 

３  消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額   金                  円 

 

４  補助金返還相当額  （３－２）                   金                  円 

 

 

 

 

※その他、必要に応じて参考資料を添付すること。 

 

 

 


